
B ． 事 業 創 造 、

雇 用 拡 大

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革

③草葉再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5年 3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 末を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。

ハ ． 規 制 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5年 3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大。 が必要。
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（3 ）創業 ・新規開業の支 経済産業省 新事業創出促進法を改正 平成1 5年2 月2 8 日現在 引き続き同制度の円滑な実 引き続き同制度の円滑な実
接等 し、新たに創業する者につ で同法の特例措置の申請件 施及びPRに努める。 施及びPRに努める。
・会社設立に係る最低資本 いて、株式会社の場合は 数全国では4 3 8 件また、
金の特例等（新事業創出促 1000万円、有限会社の場合 同制度を利用しての会社の
進法の改正（臨時国会日。 は300万円の最低資本金規制

の適用を受けない会社設立
を認める等の特例を設けたr
中小企業挑戦支援法」が1
5 5 回臨時国会で成立 （1
1 月2 2 日）。平成1 5 年
2 月 1 日施行。

設立 （登記完了）数は5 9
件と着実な実績をあげてい
るところ。また、1／1～
1／2 8 までの同法の案内
のH p
（http／／www．meti．go．jp／po
licy／m incap／index．html）
へのアクセス件数は約1 6
万2 干件 （経済産業省全体
では4 6万4 千件）と高い
注目を集めている。

・中小企業等投資事業有限 経済産業省 中小企業等投資事業有限責 平成1 0 年1 1月の中小企業等
責任組合による投資対象の 任組合契約に関する法律の 投資事業有限責任組合契約に関

拡大等（中小企業等投資事
業有限責任組合法の改正
（臨時国会Il。

一部改正を行い、中小企業
等投資事業有限責任組合
（投資ファンド）の投資対

象を、従来の株式会社から
有限会社や企業組合にも拡
大するとともに、同組合の
投資事業の範囲について、
従来の株式投資に加え、中
小企業が営む事業から生ず
る収益の分配を受けるため
の投資 （信託受益権取得等
のプロジェクトファイナン
ス）も可能とした。これら
により、新たな事業活動に
挑戦する中小企業等のため
の資金調達方法の多様化を
図ることとした。 （r中小企
業挑戦支援法」が 1 5 5 回
臨時国会で1 1 月 1 5 日に
成立。平成1 5年 1 2 月1
6 日より一部施行。）

する法律の施行以降、同法にお
ける組合契約の数は着実に増加
してきており、平成1 4年1 2
月末現在の組合契約の登記数は
2 8 0 となっている。また、先
の臨時国会において、同法の一
部改正を行い、投資事業の拡大
を図ったところであり、有限責
任組合に対する出資事業を行う
中小企業総合事業団に対して
は、既に5件の出資要請 （相談
含む）があり、うち4件が法改
正事項を含むものとなってい
る。以上を踏まえ、投資ファン
ドの活動はより一層促進されて
おり、今後益 、々新事業に挑戦
する中小企業への資金供給の円
滑化が図られるところである。
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l：コ における組合員
資格要件の緩和仲小企業
等協同組合法の改正は誌時
国会日。

企業組合制度について、組合
員として企業や有限責任組合
の参加を認めるとともに、企業
組合の行う事業に従事しなけ
ればならない組合員の比率
（従事比率）については2／3
から1／2に、企業組合の行う
事業に従事する者のうち組合
員の比率（組合員比率）につ
いて1／2から1／3に、各々
要件緩和を行った。（第155回
臨時国会における中小企業等
協同組合法の一部改正により
措置、平成15年2月1日より
施行）

平成13年度の企業組合設立
数は81件、14年度（2月25
日現在）は106件と増加傾向
にある

平成14年度補正予算にお
いて企業組合普及・設立の
ための支援事業（創業・企
業経営刷新プラザ）を設
立。各地で企業組合の設立
支援のためのセミナーや交
流会を実施。
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4 ．潜在需要を喚起する規 経済産業省 ・ r構造改革特別区域法j ・「構造改革特別区域法」 ・2 次提案については引き
制改革の加速 において当省分の法律の改 において当省分の法律の改 続き 「どうしたら実現でき
（1 ）構造改革特区の早期 正によって実現できる規制 正によって実現できる規制 るか」という観点から前向

具体化 ・充実 の特例措置を整備したとこ の特例措置を整備したとこ きに取 り組む。
「構造改革特区推進のため ろ。また、 「構造改革特別 ろ。 ・平成 1 5 年 4 月 1 日の構

のプログラム （平成 1 4 年 区域草本方針」に掲げられ ・全国8 カ所の地方経済産 造改革特別区域法の施行後
1 0 月 1 1 日）」を受け、 た、政令以下の改正により 業局を活用して自治体等が は地方自治体が特区の計画
特区推進の基本方針、申 実現できる特例措置につい 特区の構想や計画のの策定 や申請をする際に速やかに
講 ・認定等の手続、特区に ては着実な実施ができるよ が速やかに行えるように当 行えるよう引き続き自治体
おいて実施できる規制の特 う現在改正作業を行ってい 省所管の規制についての相 の相談等に積極的に応じ
例措置 （9 3 項目）等を内 るところ。 談体制等の整備を行った。 る。
容とする 「構造改革特別区 ・全国 8 カ所の地方経済産 ・‾1 月 1 5 日締切の地方自
域法 （仮称）」の早期成立 業局を活用して自治体等が 治体等からの構造改革特区
を目指す （臨時国会）。ま 特区の構想や計画のの策定 の2 次提案については電力
た、特区の取組を充実する が速やかに行えるように当 関係や保安関係など9 項目
ため、地方公共団体、民間 省所管の規制についての相 こついて特区で対応すると
事業者等からの提案を二次

募集する （平成 1 5 年 1 月
1 5 日まで）。

談体制等の整備を行った。

・1 月 1 5 日締切の地方自
治体等からの構造改革特区

の2 次提案については電力
関係や保安関係など9 項目

について特区で対応すると
したところ。

したところ。

・ 「構造改革特区推進のた 経済産業省 ・全国で対応する事項につ ・全国で対応する事項につ ・全国で対応する事項につ
めのプログラム」におい いては、既に中小企業等投 いては、既に中小企業等投 いては、引き続き各々定め
て、全国レベルで実施する 資事業有限責任組合 （ペン 資事業有限責任組合 （ベン られた時期までに確実に実

こととされた項目 （1 1 1 チャーファンド）の投資対 チャーファンド）の投資対 施する。
項目）については、 「第二 象の拡大などについて臨時 象の拡大などについて臨時
次答申」に向けた検討で対 国会に法案を提出し、着実 国会に法案を提出し、着実
応 し、それぞれ定められた
時期までに措置する。

に実施 しているところ。 に実施しているところ。
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二 ． 金 融 シス テ ム 改 革

③産業再生法の抜本改正 経済産業省 産業再生法の抜本改正案を 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成1 5 年3 月 今年度中の法案の成立。新
産業活力再生特別措置法 1 月2 8 日に閣議決定し、 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 法の的確な運営。
（産業再生法）の抜本改正 国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、事業者が計画申請を行
を行い、 「基本指針」を踏 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生じな
まえて、事業再構築、共同 例について、支援措置を拡 いよう、法案の早期の成立
事業再編、経営資源再生等
の取組に対し、所要の支援
措置を講ずる。これによ
り、個別企業の事業再構築
に加え、企業の壁を越えた
業界再編、活用可能な経営
資源の早期再生を加速す
る。

大こ が必要。

④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促 の苫X萱）
事業再生 ・産業再編に係る金融庁 度について、運用の弾力化 進 企業再生ファンドへの出資制
支援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収 ・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省 （平成14年11月22日） 度、D tPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

財務省
経済産業省

再建企業の資産を買収・承継
する第三者企業に対する融資
制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月
22日）

事業再生の円滑な進捗 ¢咤）③
企業再生ファンドへの出資制
度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

④日本政策投資銀行による財務省 企業再生ファンドへの出資制 企業再生ファンドの組成の促 ①②③
事業再生 ・産業再編に係る金融庁 度について、運用の弾力化 進 企業再生ファンドへの出資制
支援機能の充実

・企業再生ファンドへの出
資制度の拡充、再建企業の
資産を買収・承継する第三
者企業に対する融資制度の
充実等を行う。

経済産業省 （平成14年11月22日） 度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

財務省
経済産業省

再建企業の資産を買収・承継
する第三者企業に対する融資
制度について、融資対象に営
業権等の非設備資金を加える
等の制度拡充（平成14年11月
22日）

事業再生の円滑な進捗 ①②③
企業再生ファンドへの出資制
度、D IPファイナンス、産業活
力再生支援融資により、事業
再生・産業再編を支援。

・独創的な技術、アイティ経済産業省 昨年1 1 月 1 1 日より実 平成1 5 年2 月未の実績と 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
ア等により新たな事業分野 施。 して、1 2 1件、1 1億 約4ケ月が経ったが、本制度をて、制度の着実な実施を図
を創造する中小企業者に対 7 ，5 0 0 万円の実績。 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広
する無担保融資制度を創設
する （商工中金）。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。
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●

・産学官連携による研究開
発・事業化等の推進
総合科学技術会議は、本年
6月、「産学官連携の基本
的考え方と推進方策」を決
定し、産学官連携の形態別
（技術移転、大学発ベン

チャー等）、分野別（ライ
フサイエンス、情報通信、
環境、ナノテクノロジー・
材料）の課題と具体的方
策、地域科学技術の振興、
産学官連携の観点から見た
大学改革、人材交流の活性
化等の基本的考え方を明ら
かにした。同推進方策に基
づき、産学官連携のための
基盤形成・環境整備、企業
化につながる研究開発、研
究成果の円滑な移転・実用
化・事業化の支援などの取
組を積極的に推進する。

経済産業省 産学官連携等による実用化
技術開発を支援するため、
提案公募事業を実施する
（平成14年度補正予算37．6

億円、平成15年度予算呈
194．5億円）。

13年度補正予算では386件、
14年度当初予算では331件の
プロジェクトを採択し、研
究開発を実施中。また、科
学技術振興を通じた地域経
済活性化に図るため「地域
発先端テクノフェア」や
r地域発産業創造の時代シ
ンポジウム」において、研
究開発の成果である新技
術・新製品の展示、地域に
おけるクラスター形成に向
けた取組の紹介、実務セミ
ナーなどが開催された。

・研究開発終了後の事業化成
功率を向上させるための支援
策・支援体制を拡充する。
・地域ポテンシャルを活用した
実用化技術開発ニーズに対応
するため、実用化技術開発の
支援策を拡充する。

実用化技術開発による成功
事例集を作成する。
②実用化技術開発支援策によ
る経済効果を測定する。
③研究開発成果の事業化の
促進を図るためのフェアや、ク
ラスター形成に資する先進的
な取組を紹介するシンポジウ
ムを開催する。

民間企業と大学等が連携して
行い、経済即効性の高い研究
開発に対して重点的な投資を
行うとともに産学官連携による
研究成果の実用化・事業化の
支援、産学官連携の研究開発
を支える拠点整備を推進する
ことで、創業・新規開業を促進
する。（平成14年度補正予算
額・662．7億円）

・研究開発成果が迅速に事
業化に結びつき、産業競争
力強化に直結するような経
済活性化の研究開発プロ
ジェクト（フォーカス21）の
前倒し実施等新療事業創
出のための環境整備及び
研究開発を執行中。
・平成15年度2月時点で3
1の承認TLOを設置。
・大学発ベンチャー企業数
は平成14年度8月末時点
で424社（筑波大学調
べ）。

・引き続き、経済即効性の高い
研究開発に対する重点的な投
資
・大学研究成果の移転を行う
TLOに対する支援の充実や大
学発ベンチャーを担う起業家・
経営人材の育成等。
・地域における産学官連携に
よる事業化に直結する実用化
技術開発の促進

左記課題を解決することを念
頭に、引き続き、産学官連携
のための基盤形成・環境整
備、企業化につながる研究開
発、研究成果の円滑な移転・
実用化・事業化の支援などの
取組みを着実に推進する。
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（2 ）セーフティ ・ネット経済産業省 昨年 1 1 月 1 1 日より、貸 平成 1 5 年 2 月未の実績と 本制度については、制度改善 中長期的な取り組みとし
貸付 ・保証の拡充 付限度額を3 千万円から5 して、 2 万 3 千件、 1 ， 4 から約4ケ月が経ったが、本制 て、制度の着実な実施を図
①政策金融の活用 千万円に引上げを実施。 7 0 億円。 度を一層推進するため、更な るとともに、一層の普及広
・貸し渋 り無担保融資制度

の限度額を引き上げる （商
工中金）。

る普及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

・私的整理ガイ ドラインに 経済産業省 D I P ファイナンスについ 平成 1 5 年 2 月未の実績と 本制度については、制度改善 D I P ファイナンスについ
沿って整理を行う者を事業 ては、平成 1 4 年 1 1 月 1 して、D I P ファイナンス から約4ケ月が経ったが、本制 ては、中長期的な取り組み
再生支援融資制度 （D I P 1 日、 2 9 日に私的整理ガ は5 5 件、4 4 億 3 ， 2 0 度を一層推進するため、更な として、制度の着実な実施
ファイナンス）の対象事業 イ ドラインに沿って私的整 0 万円。 る普及広報活動が課題。 を図るとともに、一層の普
者に追加する （中小公庫 ・ 理が成立した事業者、R C また、協議会においても関係 及広報活動などを推進す
商工中金 ・沖縄公庫）．。貸 C に貸付債権が譲渡された 省庁等と今後も密接な連携を る。
付債権が R C C に譲渡され 中小企業者のうち、畢生可 とっていく。 協議会については、 3 月中
た中小企業者のうち、再生 能な者を対象事業者に追 に第三回協議会を開催する

可能な者に対 し融資を行う
制度を創設する （中小公
庫 ・商工中金 ・沖縄公
庫）。中小公庫、商工中
金、信用保証協会連合会、
預金保険機構、R C C 、金
融庁、経済産業省等による
再生可能な中小企業に対す
るファイナンス確保のため
の協議会を設置する。

加。また、同年 1 2 月の
r改革加速プログラム」を

踏まえ、 1 5 年 2 月 3 日よ
り金利引き下げと担保徴求
免除特例の拡充措置を行っ
た。
協議会については、平成 1

1 月 2 2 日に第一回協議会
を開催し、本年 1 月 1 6．日
に第二回協議会を開催し
た。

予定。

・「貸し渋り ・貸し剥し特 経済産業省 昨年 1 1 月 5 日に、中小公 平成 1 5 年 2 月 2 8 日現在 本相談窓口において、中小 今後においても、各機関の

別相談窓口」の設置 （中小 庫 ・商工中金の全店に窓口 の実績として、商工中金約 企業者の切実なニーズに対 支店の窓訓 こおいて、親身

公庫 ・国民生活公庫 ・商工 を設置。 1 9 0 件、約 6 1億円。中 応するべく、機動的な体制 できめ細やかな対応をする

中金 ・沖縄公庫）。 小公庫においては、約 1 ，

5 0 0 件、約 1 千億円。

を整備することが課題。 よう、徹底する。
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②信用保証の拡充 経済産業省 対象事業者の拡充を行った 平成15年3 月7 日現在の実績 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
・新たに以下の中小企業者 セーフティネット保証につ として、7号保証（金融機関の 約3ケ月が経ったが、本制度を て、制度の着実な実施を図
を信用保証制度の対象に追 いては、昨年 1 2 月 て6 日 経営合理化に伴う保証）につ 一層推進するため‾、更なる普 るとともに、一層の普及広
加し、セーフティ ・ネット
保証の拡充を行う仲 小企
業信用保険法の改正 （臨時
国会日。
金融機関の相当程度の経

営合理化 （支店の削減等）

に伴って借入れが減少して
いる中小企業者。

より施行。 いては、6．130件、1．182億円、
8号保証（R C C への貸付債権
の譲渡に伴う保証）について
は、6件、1億2千万円。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

貸付債権が R C C に譲渡 経済産業省 対象事業者の拡充を行った 平成15 年3 月7 日現在の実績 本制度については、創設から 中長期的な取り組みとし
された中小企業者のうち再 セーフティネット保証につ として、7号保証（金融機関の 約3ケ月が経ったが、本制度を て、制度の着実な実施を図
生可能な者。 いては、昨年 1 2 月 1 6 日 経営合理化に伴う保証）につ 一層推進するため、更なる普 るとともに、一層の普及広

より施行。 いては、6．130件、1．182億円、

8号保証（R C C への貸付債権
の譲渡に伴う保証）について
は、6件、1億2千万円。

及広報活動が課題。 報活動などを推進する。

・法的再建手続に入り、再 経済産業省 事業再生保証 （D I P 保 制度の説明のリーフレットを配 本制度については、創設から 中長期的な取 り組みとし
生計画が認可された中小企 証）については、昨年 1 2 布する等、中小企業者の制度 約3ケ月が経ったが、本制度を て、制度の着実な実施を図
業者等に対する事業再生保 月1 6 日より施行。 への認知が深まっている。 一層推進するため、更なる利 るとともに、一層の普及広
証制度 （D I P 保証）の創
設 （中小企業信用保険法の
改正 （臨時国会））。

用促進活動が課題。 報活動などを推進する。
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・譲渡禁止特約解除の推 経済産業省 1 4 年 1 1 月 1 1 日より、 平成 1 5 年 3 月 7 日現在の 本制度創設から約一年経ち、 中長期的な取 り組みとし
進、手続の簡素化や制度の 契約締結時から借入れが可 実績は、保証承諾件数 5 ， 累次の制度改善を行ってきた て、制度の着実な実施を図
弾力的な運用により、売掛 能となるよう、制度の改善 5 1 8 件、融資実行額 2 ， が、本制度を一層推進するた るとともに、一層の普及広
債権担保融資制度の一層の を実施。また、1 5 年 2 月 5 2 3 億円 （平成 1 4 年 1 め、更なる普及広報活動が課 報活動などを推進する。
普及を図る。 1 0 日より保証料率を1 ％

から0 ． 8 5 ％に引き下
げ。

0 月未においては、3 ， 3

8 2 件、 1 ， 3 9 0 億円の
実績）。

題。

（3 ）下請中小企業者に対 公正取引委 1 ．平成 1 4 年 1 1 月から 以下の対策を着実に実施。

1．「緊急下請取引適正化対

平成15年度以降も引き続き
する配慮 員会 以下の施策を柱とした 「緊 下請取引の適正化を図るた
厳 しい金融経済情勢の下、 経済産業省 急下請取引適正化対策」を め、下請代金法に基づき、書
親事業者等に対し、下請代 実施している。 策」 面調査や親事業者への立入
金支払遅延等防止法の遵守 （D 特別立入検査等の実施 （D 特別立入検査によって、‾下 検査等によって事態の把握に
を徹底すること等により、 ② 親事業者等に対する下請 請代金法上の違反行為に対し 努めることとする。
下請中小企業者の取引の適 代金支払遅延等防止法の周 て所要の改善指導を実施し
正化を図る。 知徹底

③ 苦情 ・相談の特別窓口の

設置

2 ． 「緊急下請取引適正化
対策」の一環として 1 1 月

2 9 日付けで経済産業大
臣、公正取引委員会委員長
連名の通達 「下請取引の適
正化について」等を企業及
び業界団体に対して発出し
た。

た。
②業界団体に対して下請代金

法の周知徹底を図った。
③相談窓口への取引に関する
相談については、相談員によ
るアドバイス等事案に応じた
対応を行った。

2．親事業者約8．900社、関係
事業者団体約360団体に対し
て、下請代金法の遵守等を要
請する通達を発出した。
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